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ど
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程
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商

人
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土
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に
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ン
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ン
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ゥ
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ス

テ
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と

し

て
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独

立

自
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民
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透

し

て

行
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土
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が
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西
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i
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が
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、
十
一
、
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二
世
紀
に
経
験
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
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ヵ
ロ
リ
ン
グ
帝
国
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か
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じ
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近
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テ
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会
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あ
ら
わ
れ
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た
；と
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ジ
プ 

ト
や
イ：

ン
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.で
の
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ラ
ブ
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界
や
ト
ル
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帝
国
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ジ
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や
日
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；で
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封
建
制
度
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；つ
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述
べ
：ら
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さ
：ら
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外
に
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ろ
一
い
ろ
な
源
泉
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り
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検
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の
走
建
伟
度
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上
に
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―

力̂
ロ
リ
ン
グ
帝
国0-
解
体
に
よ
つ
て
^ ;
じ
た

国

々

及

び
.^
:
ル
ら
，の
国
家
：に’よ
；つ
て
影
響
さ
れ
た
.国
々
に
固
有
で
あ 

る
。
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日
本
の
大
名
、
武
士
、
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全
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ル
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ら
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得
る
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で
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r
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1
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等
の
日
本
封
建
制
度
に
：̂
す
る
理
解
が
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
る 

か
を
問
題
に
す
る
よ
り
も
歴
史
的
に
云
つ
七
才
リH

ン
ト
や
ア
，ジ
ア
社
会
が
如
何
り
し
て
い
わ
ゆ
る
厳
密
な
意
味
で
の
西
洋
封
建
制
度
の
成
立
を 

可
能
に
し
た
か
、
そ
の
史
的
条
件
の
探
究
に
向
う
方
が
よ
り
み
の
り
多
い
も
の
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
を
。
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o
a
s

 

H
a
l
p
h
e
n

が

L
e
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b
a
r
b
i
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1
9
3
0
.

で
問
題
と
し
た
よ
う
に
、
ま

た

w p

ぼ

i

が
、

1

0

1
 

^

0

1

3

1

.
 

1
9
3
9
,

で 

意
識
し
た
よ
う
に
イ
ス
ラ
ム
や
ア
バ
.

ル
、
'ス
ラ
ヴ
が
；カ
ロ
リ
シ
グ
帝
国
を
そ
の
ペ
リ
ブ
ェ
リ
エ
ン
と
し
て
外
部
か
ら
規
定
し
、
そ
の
よ
う
な
国

際
環
境
の
も
と
で
ョ
ー
ロ
ッ
.。ハ
樹
建
制
度
の
成
立
を
可
能
に
し
た
。
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ま
り
ョ
ー
ロ
ッ
ハ
は
た
し
か
に
自
力
で
ョ
ー
ロ
ツ
パ
封
建
社
会
を
建
設
し
た
、
し
か
し
そ
れ
を
育
成
し
た
も
の
は
内
的
に
は
ク
リ
ス

ト
教
文

明
の
形
で
又
外
的
.に
は
西
ョ
ー
口
ッ
。ハ
社
会
を
包
摂
し
た
オ
リ
.エ
ン
ト
並
び
に
ア
ジ
ア
社
会
で
あ-?
た
。
ゲ
ル
：マ
ン
の
民
族
移
動
と
同
じ
形
で

オ
リ
エ
ン
ト
や
ア
ジ
ア
の
す
べ
て
の
民
族
が
西
ョ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
侵
略
的
な
民
族
轸
動
を
開
始
し
た
な
ら
ば
ョ
ー
ロ
ッ
パ
封
建
社
会
は
そ
の
存
在 

の
余
地
を
残
さ
.な
か
；.っ
'た
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
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わ
は
厳
密
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意
味
で
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■
■
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ロ
ッ
パ
の
封
建
制
度
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内
部
か
ら
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え
高
貴
化
し
て
い
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も
の
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し
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西
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制

度
の
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ゆ
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考
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れ
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よ
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ず
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と
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お
い
.て
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盛
期
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世
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1
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^
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接̂
^

t
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i
L
e
h
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s
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y
r
a
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奢

れ
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対
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o
n
a
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艮
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ス
'テ
ム
化
さ
れ
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J
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e
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h
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近
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b
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蒲
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菅
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l
t
g
g
s
s
t
a
a
t
,

ro
.
t
a
a
r
へ
形
成
し
.つ
つ
け
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
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7
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す
：る
も
の
と
し
て
西
洋
封
建
制
度
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け
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の
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が
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げ
ら
れ
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errsc

-rft i
m
d

 G
em
e
i
n
d
e,

そ
し
て

そ
の
よ
.

ATs
な
複
合
体
を
意
味
す
る

H
e
r
r
s
c
h
a
f
t

の
前
進
的
な
段
階
と
し.て
のF

e
u
d
a
l
i
s
m
s

の
.中
核
を
形
成
す
るGrundherrschaft

が

当

.

商
考
察
の
対
象
と
な
る
。
'従
っ
て
こ
こ
で

は

^
§
&

&

|豸

0

^

^

&肖
豸
げ
^
サ

の

外

形(

フ
ォ
：ル
ム
..

)

で
：は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
表
現
の
内
面

的
な
意
味
を
考
察
し
た'い
。

v-
-
.‘

.:

•
.'
'.
,:
'
.

(

10) 

：：

■

U

)
LeHnspyramide 

と
1>
て
，
ま
た
東
方
の‘ゾ
ス
テ
ム
に
欠
け
て
い
る

，，die abgestufte. Hirarchie des westliichen v
i
u
i
t
s
t
s
s
y
s
t
e
m
s

 

と

しH

あ
.

<£V

わ
れ
る
西
徉
封
建
制
度
に
は
、
' い
わ
ばF

H
C
h
e
n
f
e
u
d
a
l
i
s
l
s
.

へ
の
展
開
含
示
す
ロ
ー
ォ
の
.古
典
古
代
か
ら
び
き
つ
が
.れ
た
国
制
上
の
.

institutioneHe:

な

m
i
n
i
s
t
e
r
i
i

と
し
て
の
国
家
機
関
、
ク
リ
ス'ト
教
に
よ
る
国
家
のSankti

泛i
e
s
n
g
，
V

 

V
erstaatenmg

と

Feudalisierung: 

Q.

競
合
に
よ
り
、
ア
ジ
、

K

の
い
わ
.

ゆ
：.

る
専
制
的
国
家
形
成
.に
おけ
る

，と

はM

っ
.た
：
日
&

;
の
関
係
が
み
らK
る
。

* 

#

し
か
し
'こ
こ
，

で
は
そ
の
よ
う
な
西
洋
封
建
社
会
経
済
史
上
の

ratio'.

の
；問
題
を
ー
づ
の
西
洋
封
建
社
会.の
理
念
の
体
系
と
し
て

Dienst, 

Fr.

.(2

)

.
 

.

eiheit, 

Herrschaft u
n
d

 Gemeinde: 

(
c
o
m
m
u
n
a
u
s

 

等
の 

L
ei^^

;

と
こ
ろ
で
従
来
無
条
件
に
使
用
さ
れ
て
き
た
い
わ
ゆ
る
グ
ヘ
ル
ン
ト
へ
ル
シ
ャ
フ
ト
や
ゲ
マ

イX.

デ
の
概
念
内
容
は
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
い
。

.
 

つ
ま
り
之
等
の
.：概
念
0,
.フ
ロ
ッ
.ト
の
設
定
は
：
学
術
語
と
し
ヾ
て
厳
密
さ
.を
：久
V
て
，；_
>る
よ
う
に
.思
わ
，れ

..
?
)
.

つ
ま
り
ゲ
マ
イ
ン
デ
‘に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
も
.の
の
中
に
は
'へ
ル
シ
ャ
フ
ド
に
対
応
す
る
ゲ

マ
イ
ン
デ
と
必
ず
し
も
へ
ル
シ
ャ
フ
ト
や
い
わ
ゆ

る

H
e
r
r
s
c
h
a
f
t
s
f
r
e
i
h
e
i
t

に
包
：摂
さ
れ
な
いc

o
m
m
u
n
a
u
t

CD'

が
存
在
す
る
。

'

, 

.

.

.

.

例
え
ばGau,.Fagus,. W

e
i
l
e
r

と
云
っ
た
自
然
的
な
ゲ
マ
イ
ン
デ
、
更
に
支
配
に
対
応
す
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
中
で
も
既
存
の
ゲ
マ
イ
シ
デ
が

へ
ル
シ
ャ
ブ
ト
に
と
ら
：え
ら
れ
る
場
合
と
へ
ル
シ
ャ
フ
ト
が
新
し
ぐ
創
設
し
て
ゆ
く
ゲ
マ
イ
ン
デ
例
え
ば
ミ

 

一

I

ス
テ
リ
ゥ
ム
、
ケ
ン
テ

一
一等
で
は

.そ
の
性
格
は
全
く
異
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
点
に
：光
が
あ
て
ら
れ
れ
ば
、

'国
主
の
：自
由
人
の
外
に
自
由
人
が
居
た
が
.も
知
れ
な
い
と
云
っ

た
よ
う
な
疑
い
も
起
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

 

.:.
,
.■

ー
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
性
格
が
複
雑.な
よ
：う
.に
へ
ル
ツ
ャフ
ト

や
へ
ル
シ
ャ
.フ
ッ

フ
ラ
イ
ハ

イ

ト

及

び
入
；

g
、：

物
的
な
奉
仕
も

ま

た

複
雑
な
構
造
と
運

13) 

.
 
f

\.
:

:

.

動
を
示
す
。，，L

a
n
d

 

u
n
d

 

L
e
u
t
e
:

が
統
一
的
な
概
念
を
構
成
する
よ

う

に

、
Q
a
u
, pa

g
u
s
;

の
：La

n
d
e
s
g
e
m
e
i
n
d
e

と

し

てG
a
n
g
e
n
o
s
s
e
n
,

.
 

•- 

, 

p
a
g
e
n
s
e
s

が
考
察
さ
れ
る
。.之
等
'のp

a
g
e
n
s
e
s

は
.フ
ラ
ン
ク
の
文
書
に.頻
繁
に
あ
ら
わ
れ
、
種
々
な.役
割
を
は
た
す
。

そ
の
よ
う
なQ

目

又

はp
a
g
u
&

の

L
a
n
d
e
s
g
e
m

fD. inde 

.

の
性
格
に
つ
い
て
ロ
ル
ツ
ュ
文
書
は0
目
別
の
寄
進
を
記
し
て
お
り
、
同
時
代
人

- 

.

. 

•
 

• 

.

は
之
等
の
ガ
、ゥ
を
実
質
的
な
ラ
ン
ト
の
ー
単
位
と
し
て
扱
っ
て
い
み
。
従

っ

で

H
u
n
d
e
r
t
s
c
h
a
f
t

や

.
G
r
u
n
d
h
e
r
r
s
c
h
a
f
t

と
云
っ
た
内
容
不
確 

定
の
学
術
的
造
語
と
区
別
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

：

、

■

:

T
V
o
l
f
g
a
n
g

 

M
e
t
z

は
.、
ド

イ
ツ
語
の

：0

目

：(gewe, g
o

l

等)

：
は
ラ
テ

ン

語

の
2

p
>-
t
o<1

s*
o^;
<
.の
概
念
に
対
置
さ
れる
と

し

、

こ

の

ド

イ

• 

...... 

•
 

•
 

"
.
.
.

ッ
語
は
小
さ
な
空
間
を
意
味
し
、
語
原
的
に
は
、
こ
の
，，

G
a
u
f

ば
G
ep:
u
,つ
ま
り
小
川
や
.溪
流
で
の
定
住
地(Talaue,: T

a
l
s
c
h
a
s

と
説
明
さ
れ

15) 

ノ

る
と
の
ベ
て
：い
る
。
従
っ
て
ロ
！
マ
の
，

p
r
o
v
i
n
c
i
a

が
大
規
模
な
、.
平

坦

な(
M
c
h
e
n
h
e
f
t
e
u
)

空
間
的
理
解
で
あ
る
の
に
対
し
て
.ゲ
ル
マ
ン
の 

G
a
u

は
小
規
模
な
集
合
体(kleinraumige Kollektivbildung von 

,
,
A
u
e
?
)

と
云
っ
た
真
反
対
の
関
係
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
なpa

g
u
s
l
c
o
m
i
t
a
t
u
s

丨mi
n
i
s
t
e
r
i
i

へ
の
転
換
の
可
能
性
を
示
す
も
め
と
し
で
、
次
の
資
料
が
あ
げ
ら
れ
る
。

「

こ
れ
ら
の
ス
ペ
イ
ン
人

(IspaniHGOthen)

等
が
、
汝

等(verschiedene G
r
a
f
e
n
)

の

管

区(ministeria)

か
ら…

…

予

(rex Hludowicus) 

の
処
ベ
来
た
り
、
彼

等(G
a
h
e
n
)

が
、
汝

等(

伯
達)

..及
び
汝
等
の
配
下
役-
<か
ら
の
多
く
の
.圧
迫
に
た
え
ね
ば.な
ら
な
い
と
述
べ
：し
こ
と
は 

汝

(

伯)

等
に
告
知
ぜ
ら
る
べ
し。

.

そ

し

て(

之
等
ゴ
ー
ト
人
の)

若
干
の
.ガ
ゥ

成

員(pagenses)

ば
、
余
の
.料
地
に
属
す
る
土
地S

S
C
U
S
)

を
ぞ
の
所
有
地(proprietatem)

と
し 

て
互
い
に
証
明
し
、
又

彼

等

(

そ
こ
：に
移
住
せる

ゴ
ー

ト
人
ゾ
が
そ
の
権
利
に
反
し
て
そ
こ.か
ら
：お
い
出
さ
れ
，
一
従
づ
て
余
が
三0 .
年
前
又
は
そ
れ 

以

前

か

ら(

之
等
の
.ゴ
ー
ト
人
に)

遂
行
し
、；
又
彼
等
が
、
そ
れ
に
基
づ
き
、
余
の
贈
与
に
•よ
り
、
.
余
の
与
え
し
許
可
を
も
っ
て
再
び
自
身
で
荒
地 

い
わ
ゆ
る西
洋
封
建
制
度
につ
い
て
 

ニ

七(

六
J3
五)



,
,
e
r
e
m
u
s
-

か
ら
.(

開
■
地
に
.

)

恢
復
す
る
余
か
ら
な
さ
れ
し
所
有
の
譲
渡
を
廃
棄
せ
り
.と
彼
等
は
語
れ
り
。

彼
等
は
ま
た
汝(

伯)

■
等
が
、
彼
等
が
自
ら
た
て
し
若
干
の
ホ
ー
フ

(villa)

や
開
墾
地
を
彼
等
か
ら
と
り
あ
げ
、
彼
等
に
貢
納
を
課
し
、
.
ま
た 

.

彼
等
を
権
力
も
て
支
配
す
る
役
人
を
彼
等
の
上
に
お
け
り
と
述
べ
り
、
：
.：
.：
。

そ
れ
故
予
は
，、
こ
の
書
状
を
認
め
る
こ
と
を
命
じ
又
余
は
•汝
等
又
は
汝
等
の
配
下
が''
.
ス
ペ
イ
ン
か
ら
余
の
保
護
に
来
た
り
、
且
つ
余
の
あ
た 

:
え
し
許
可
も
て
荒_
地
：を
開
齡
ば
適
ぜ
し
め
、
ま
た
開
墾
地
を
所
#
せ
.る
ご
と
明
ら
が
な
る
余
の
：述
べ
，し.ス
ぺ
イ
ン
人」

0-
^

に
あ
.え
て
か

.

.

.

.

.
I.-: 

. 

-

••
• 

' 

. 

. 

..... 

V
- 

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.
•
•

..... 

‘
.
.
. 

.

:

の
賃
子
.、
泛
这
苜
^
を
課
し
ノ
ス
何
人
か
が
ソ
ス
と
の
領
域
ぎ
自
分
の
も
の
ど
す
る
ご
と
を
許
可
し
て

^
ぺ
な
ら
ぬ
こ
と
を
余
は
命
ず
。V
Jの
者
た
ち 

が
余
及
び
余
の
獻
子
達
に
忠
実
な
：る
限
り
、
''
彼
等
が
三
〇
％
を
通
じ
、.開
墾
に
よ
り
所
有
せ
し
：も
：の
を
彼
等
及
び
そ
：の
子
孫
が
平
静
に
所
有
す
べ 

く
、.
且
つ
汝
等
は
彼
箏
を
保
護
せ
從
ば
な
ら
な
い
：
::
-
8。」

:
ゴ

こ
こ
で
あ
げ
ら
れ
た..ス
ぺ
イ
ン
..か
.ら
逃
；亡
.し
た
ゴ
'丨
.ト
人
は
、

い

わ

ゆ

るfreie. 

s
o
a
n
i
e
r
:

又
.は
へ..

centeni 
.
R§:
i咬sfreien)

と
し
て
従
来
論

.

•
議
さ
れ
た
も
の
で
あ.

CV、

玉
国
に
直
属
す
る
が
、
直
接
王
ひ
グ
ル
ン.ト
へ
ル
、

V

ャ
フ
ト
に
編
入
さ
れ
ず
、.伯
の
保
護
下
に
生
活
す
る

p
a

Jqenses

4
 

.

.

. 

. 

. 

- 

. 

• 

.

.

.

.

.

.

. 

. 

. 

> 

-

で
あ
り
、
そ

の

羼

と

義

務1

I

f

れ
て
い
る
。

V

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 
一
.，
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 

.

.

.

- 

•

^
y
o
a
p
i
t
u
l
a
r
e
m
i
s
s
o
r
i
w
o
r
m
a
t
i
e
n
s
e
,
c
a
p
.

 
n
.

で
は
、
伯
が 

p
a
g
e
n
s
e
s
:

に
架
橋
の
勘
定(rationes)

を
諌
す
る
と
と
、

ま
た

R
e
s
p
o
i

 

missis data, 

Capitularia L

 

c
a
p
.
1
0

•
で

もp
a
g
e
n
s
e
s

が
、.
そ
の
役
馬
役(paravereiao

を
果
ざ
.ぬ>

J

と
に
つ
い
て
の
ヒ
ル
デ

-
i 
フ
ラ
ン
ト
伯
の
苦
情
そ
の
他
 

F
R

 

Marculfi 

liber I. 

N
r
.

 

4
0
.

や Capitularia 

L

 

cap. 

2
-
4

 

des 

Capitulare 

m
i
s
s
o
r
u
m

 v
o
m

 J
a
h
r
e

7
9
2

づ
e
/
7oo
Q
で
は
.王

へ

の
p
p
g
g
iの

l
e
u
d
l
m
i
o

に
つ
.い
て
の
王
か
ら
の
要
求
が
：語
ら
れ
て
い
る
。

こ
，の

よ

ぅ

に

フ

ラ

ン

ク

で

は

又

は

yjoani, 

vicini.

で
は
な
く
、La

n
d
e
s
g
e
m
e
i
n
d
e

を

表

瑰

す

る

も

の

と

し

て
l

が
一
般

... 

■
 

.
 

'
 

'
 

.
 

.
 

.
 

.

に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ

は

villicatio,

従

っ

てlex 

famila 

(
H
o
f
r
e
c
h
t
)

が
い
ま
だ
未
成
熟
で
あ
り
、

一
方
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
-グ
時
代
か
ら
の 

v
i
c
u
s

が
消
滅
し
っ
，
つ
あ
つ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
の

G
a
u

又

はp
a
g
u
s

は
そ
の
内
部
に
変
動
し
つ
つ
あ
る

v
i
i

及

びvilla

又

は
0
€
1
1
^-
5.
を
包
含
し
て
お
り
そ
れ
ら
の
要
素
が
ィ
ン
テ
グ
ラ
ル
な
姿
を
と
0
た
時
に
そ
の
席
を
譲
る
こ
と
.に
な
ろ
う
0

•
、
 

H
e
i
l
h

 .
M
i

l

は
、
.領
主
地
-Q
l造
に
つ
い
て
'「

領
主
の
館
.

H
e
l
h
o
f
,

 

Saihof

ハC
I

S

を
と
り
ま
ぐ
、
.非
自
由
人
に
よ
っ
て

蕃
 

•さ
れ
る
領
主

直
営
地(Herrenland, 

terra 

salica, 

I
m
i
n
i
c
a
t
a
)

が
あ
り
、-:
-
'
'
そ
の
屑
囲
に
台
§
2.
が
従
翼
し
、
そ
の
間

に
(
M
e
i
e
r
h
l

 

■

が
散
在
し
て
い
る
。
こ
の

d
tj
p o

d
e
r

o-'
u
r
t
i
s

は

e
F
.
 G

&
h
o
f

で
あ
る
だ
け
で
な
く
、，
武
装
し
た
挺
者
に
よ
っ
て
と
り
ま
か
れ
た
&

ぎ
$
_ 

tiger H
e
r
r
e
n
s
i
t
z

で
あ
る
。

」

と
の
べ
て
い
る
。
 

、

'

:

•

 

■
 

■
 

.
 

.... 

.

■

■

■

'

I
-
"
.
.
.

..

.

. 

-■

こ
の
出
う
な
：
8

&

|
留
に
編
减
さ
れ
て

.ゆ

.く

<4
白
デ
に
'0
い
て
は
後
で
.の
べ
る
が
、
を
 

v
i
l
l
a

は
殆
ん
ど
ホー
 

フ
と
し
て
理
熵
さ
れ
、
''
た
ま
に
ド
ル
フ
と
し
：て
あ
ら
わ
れ
る
が
、
例

の

0
晷

£

泻
6

^
-<
}
&*
5-
.は

普

通

御

料

地

令

と

呼

び

は
 

D
i
e
d
e
n
h
o
f
e
n

 

と

呼

ん

で

い̂,
。
.

.
'

 

•

之
に
対
し
て
一v

f
はI

d
i
s

又

は

独

立

の0

0

3

1

1と
し
.て
の
ド
ル
：
フ
と
し
ー
て
理
解
さ
扠
、
：

.蒼

〒
^
^
^

veL l
s
l
a
,
—
maHOS, :dcos,v i

t
e
n
a
,

名pida

:.g
e
r
t
t
o
u
c
h
?

は
こ
の
間
の
事
情.に
.つ
き
、
.
f

 
s
 

 ̂

の
指
摘
し
た
よ
う
に
土
地
：は：

l
a
i
n
e

 

i
デ

に

わ

 

ヵ
れ
て
お
り
ノ
^
段
蔡
ツ
や
？

^

。̂.
,

^

!

!

^
 

y
i
i

と

眷

を

混

同

し

な

か

っ

た

。
多§
.

は
古
い
特
権
を
も0

.

|
的
9

で
あ 

-

,

り
、v

i
l
k

ほd
o
m
a
i
n
e
:

で
.あ
る
。

こ
の
よ
う
な
篆
は
九
世
紀
に
さ
え
消
減
ム
な
か
っ
た
0
そ
の
さ
い
：.l

a
恥

v

f
に
従
属
し
で
い
た
と 

云
う
.の
は
-
見
奇
異
に
き
こ
え
る
が
、
そ
れ
は
晋
々
が
ヴ
ィ
テ
を
領
主
地
や
多
く
の
小
作
地
.か
ら
な
る
大
領
地
と
し
て
考
え
る

こ

と

に

な

れ

て

、.

.

る
か
ら
で
あ
る
。
''
^
尤
御
料
地
令
ゃ
ィ
ル
：ミ
ノ'ン
.の
所
領
明
細
_

は
未
耕_

地
を
含
む

f

完
成
：の
領
地
で
、
ヶ

七

ラ

の
組
織
は
長
い
苦
労
な
土
：地
：の

.清
掃

.の
結
果
で
あ
っ
た
次
を

^

.

完
戚

さ
れ
た
ヴ
ィ
ラ
ベ
転
換
し
て
.1
< ^
9
ご
.
.と
€)
.
'べ
て
い
る
。
：

.:
'

，
广

. 

V
- 

. 

穿
ぎ
淬
卜
|

^

の

ガ

リ

ア

に

や

い

て

め

動

的

な

観

察

は

:'
'

ヤ
 

ア

V
 

:
 . 

、

.
ぃ
ゎ
ゅ
る
西#
封
建
制
|

っ
ぃ
て
ン〉

■

'

- 

-
 

V 

v
^
. 

二
，，

へ：.

(

.六
四
七)



•
 

三
〇
，(

六
四
A)

中
心
点
と
し
-^
の

«
4
§
管
片
0

3

^

:

^
上
そ
の
大
規
模
な
.
著

运

«
6
2
1
&
爸

：：̂

つ

ま

り

衮

驾

ぱ

^

ル
ン
ー
ト
へ
.ル
的
な
、
主
又
は

聖
界
.の

L
o
k
a
l
v
e
r
w
a
l
t
u
n
g

の
.出

発

点

で
あ

る

だ

け

で

な

し

に

、

G
r
a
f
s
c
h
a
f
t
s
v
e
r
f
a
s
s
u
n
g

の
出
発
点
で
も
あっ
た

と

云

うpag^g_CQ

日

^

?̂

'
 

、o)

ノ m
i
n
i
s
t
e
r
i
u
m
0

社
会
経
済
軍
^
行
政
上
の
可
動
性
.-

(
M
o
b
i
l
i
t
s
、̂

.

そ
の
よ
う
^

r
a
t
i
o

の
#
開

が
.̂
1
1
内̂
の
.
.

D
i
e
n
s
t
”

や

L
e
i
s
t
u
n
g

の
-
4に
ど
の
よ
う
に
あ
ら^:
れ
る
で
あ
ろ
う
か
？

.次
の
資
料
は
こ
の

.，
問

題

に.つ
い
.て
語
っ
て
い
る
.。
V
'
, 

V

i
 

V: 

.

.

..ド
^
 

.

.

「

フ
ル
ダ
の
修
道
士
達
の.生
活
の
資
の
た
め
：に
貴
子
を
回
収
ず
る
ホ
ー
フ
の
記
述
。二
'
'
:
:

パ
：：

て
'.

1

、R
a
s
d
o
r
f

に

，
ば

一

一

つ

の

料

地

あ

り

。

，

(

そ
れ
は)

F
o
l
m
a
r
e
s
d
o
r
f

と
.Hasel 

.内
に(

あ
る
。：

)

こ
の
三
：つ
：の
土
地
で
廿
0
人
の
完
全
リ
テ
ン(lidi

.
 

•

' 

. 

.

.

.

.
 

.

. 

.

.

. 

.

.

.

' 

.

. 

.

.

.

.

.

.

备
2.)

：.が
土
地
を
耕
し
、,'
:
鋤
か
ね
：ば
な
ら
な
い
。
そ
の̂

々
'は
年
に
卅
六
の
■農
地
め
刈
り
入
れ
を
す
る
。.：然
し
て
外
に
廿
四
人
の
半
リ
テ
ン

(lidi 

d
l
d
i
i
)
.

あ
り
。:
そ
め
各
々
は
同
様
に
年
に
廿
八
の
農
地
を
：：亩

に

こ
の
よ
う
に
例
外
的
で
あ
る
が.、st

psn
d
e

に
基
づ
ぎ
奉
仕
す
る
賦
役
と

m
a
n
s
i

 l
i
d
o
m
m

の
よ
う
に
そ
の
i

p

i

r対
し
て
一
定
の
o
^
o
t
o
s

.、2) 

• 

.
 

' 

: 

.
 

•

(

貴
子)

.を
納
め
る
場
合
が
み
ら
れ
る
。He

r
n
c
h
a
f
t
s
f
r
e
i
h
e
i
t

を
示
唆
す
るhostilicio

を
留
保
す
る
と
こ
の
よ
う
な
人
的
、
物
的
な
貢
衲
の

•

23)

24)

原
理
は
ロ
ー

マ
のqapitatio,: j

u
g
a
t
i
o

に
も
見
ら
れ
る
と

こ

ろ

であ
る
が
、

ビ
ザ
シ
ッ
の.
1̂

の
よ
う
に
オ
ブ
シチー

ナ

と

云

25
:

)

26)

,:

.

っ
た
い
わ
ゆ
る
農
村
共
同
体
の
単
位
：に
対
し
、
貢
租
へ
の
連
帯
責
任
の
形
で
之
を
外
部
が
ら
強
権
に
よ
っ
そ
把
撞
す
る
形
は
み
ら
れ
な
い
。

つ

ま 

り
村
落
共
同
体
を
外
部
か
ら
統
括
的
に
把
握
す
る
の
で
は
な
く
、
之

を

Herrschaft ,

の
.中
.に
再
組
織
し
、
，軍
政
、.法
制
、
.
社
会
経
済
的
に
再
編 

成
し
'て
.ゆ
く
支
.配
関
係
ガ
み
ら
.れ

:?
>
.;0
そ
.の
':§
い

主

、
の
，自

由

人

の

.cente
g.
...の，よ
う
な
地
1-
集
1
で
.さ
え
.，、
軍

役.(hostilitium)、. paravereda, 

c
e
m

 r
e
g
i
s

と
言
っ
.た
奉
仕
に
よ
っ
て
個
別
的
に■支
配
に
編
成
さ
れ
て
ゆ
く
。

こ
の
よ
う
；に
集
団
又
は
自
然
の
中
に
個
が
埋
没
し
て
ゆ
く
ア
ジ
ア
的
共
同
体
と
異
り
、

.集
団
の
.中
か
+ら
又
は
自
然
と
ひ
闘
い
の
中
か
ら
«
が
上 

界
し
、
よ
り
高
度
な
、

r
a
t
i
o

な
国
制
の
関
係
に
発
展
し
て
ゆ
く
 

G
e
m
e
i
n
d
e
.

と

Herrschaft 

.の
並
行
的
伸
張
関
係
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
はsilva, 

pascua, 

a
q
u
a

等

のc
o
m
m
u
n
i
s

と
そ
の
私
的
用
益
権
に
よ
っ
て
さ
さ
え
ら
れ
て
い
る
農
耕
地
の
権
利
関
係
の
並
行
的 

，展
開
に
つ
い
.て
も
同
様
にra

t
i
o

な
関
係
の
発
展
が
み
ら
れ
る
。

つ
ま
り
社
会
経
済
発
展
の
こ
の
状
態
に
お
い
て
は
共
同
体
は
そ
：の
成
員
の
発
展
の
対
立
物
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
奉
仕
者
と
し
て
機
能
し
、
 

共
同
体
の
各
個
の
成
員
と
支
配
の
発
展
は
共
同
体
を
媒
介
と
し
て
展
開
す
る
。

丨

'
.
二
”
：
7
ぺ：
::

::.::''
 

.

■従
っ
て 

Herrschaft 

や 

s
t
r
i
d
e

 

(
H
e
i
c
h
i
l
d
)

と
云
っ
た
封
建
的
排
他
性
は
 

Bannherrschaft, 

Gefolgschaft, 

Herrschaftsfreiheit 

の
よ
う
な
入
的
関
係
又
は

Allodia, 

G
e
w
e
r
e
,

 

Lehen,' 

Privllegium 

.等
の
等
族
的
物
的
支
配
関
係

(stMndische dingiiche H
e
r
r
s
c
h
a
f
t
)

に
表 

現
さ
れ
、La

n
d
e
s
h
o
h
e
i
t

や

L
a
n
d
f
r
i
e
d
e

と
い
っ
た
よ
り
高
度
な
、
共
同
体
成
員
又
は
支
配
と
共
同
降
の
統
一
，
の
場
が
形
成
さ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
独
自
性
と
発
展
的
可
能
性
の
も
と
で
..K
a
r
r
w
o
s
l

は
...

「

私
は
..，

w
:

 schlesinger:

と

と

も

，に.'
 Gefol

ŝchaft:..

は

ゲ

ル

，
マ
I
ネ
ン

'
7 ノ

‘

の
社
会
生
活
のeine 

H
o
c
h
f
o
r
m

で
あ
っ
た
.

…

.

.0

と

云

う

見
.解
で
あ
2̂
。」

.
と

述
べ
て
い
る

。

し
.か
し
そ

の
よ

う

な

に

よ

っ

て

リ
ー
ド
さ
れ
る
西
洋
封
建
制
度
の
社
会
経
済
的
中
核
概
念
を
な
す
令
目

&
玛
这
&
與̂

に
つ
き
、Aifons 

D
o
p
s
c
h

が
、
ド
ィ
ッ
中
世
のGr

u
-

、8)

.

n
d
h
e
r
r
s
c
h
a
f
t

.を

，，die s
o
g
e
i
n
t
e

 

G
r
u
n
d
h
e
r
r
s
c
h
a
f
t

〒
と
呼
ぶ
の
は
、
ド
ィ
ッ
内
部
の
み
な
ら
ず
西
洋
封
建
制
度
' (

少
く
と
も
英
、
独
、
仏
、
 

伊
等)

が

.

〔

例
え
こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
そ
の

r
a
t
i
o

の
一
面
で
.共
通
性
を
示
す
と
じ
て
も

〕

.
必
ず
し
も
時
空
間
的
に
統
一
的
な
内
容
を
も
た
ぬ
よ
う
に
、
そ 

の
グ
ル
ン
ト
へ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
法
的
な
且
つ
社
会
経
済
的
な
内
容
が
決
し
て
統
一
，的
で
も
同
一

.種
類
：で
も
.な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

A
l
f
o
n
s
a
o
p
s
c
h

は
こ
の
間
の
事
情
に
つ
き
大
要
次
め
よ
う
に
述
べ
.て

い

る

：。
：

、9)

p 

t V. 

M
a
u
r
e
r

が
グ
ル
ン
ト
へ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
概
念
を
一
般
化
し
た
、
し
か
しw

r
n
s
t

 M
a
y
e
r

が
之
に
対
し
て
、/グ
ル
ン
ト
へ
ル
シ
ャ 

フ
ト
を
全
く
別
：に
，説
明
す
べ
き
又
他
の.根
元
を
も
つ
多
く
の
現
象
を
包
含
す
る
拙
劣
な
か
.つ
.
平

板

な

記

述

と

呼

ん

だ

こ

と

は
注

目

に

値

す

(

M

C
こ 

の
こ.

E
,

 .
M
a
y
e
r

 

.の

.影

響
.に

よ

：
.り

.

.

V
i
k
t
o
r

 E
r
n
s
t
,

.は

：
；.

G
r
u
n

-&errschaft 

..の.慨

念
.を

無

闬.
:̂
考

え

、...'
こ
.の

概

念.を
±
地

の
#'
.
々

な

権

刊

の

多

様 

'な
掇
合
と
み
な
そ
う
と
し
炫。

：

.
 

:

.

い

わ

ゆ

る

西

洋

封

建

制

度

に

つ

い

て
H

1

'(

六

四
-
^
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一
方 

I
n
a
m
a

 Sternegg, 

K
a
r
l

-Er
m
p
r
e
c
h
t
,

 

G
u
s
t
a
v

 

S
c
h
m
o
U
e
r

 

等
の
ド
ィ
ッ
経
済
史
の
創
始
者
達
は
、
土

地

(Grund und Boden)

、
 

特
に
太
土
地
め
所
有
か
ら
土
地.：に

居

住

す

石

入
^

.

9

|

へ̂
の
諸
権
利
が
.生
じ
、
.そ
れ
が
"ま
す
ま
す
強
ま
久
'
:
,
0
|
&
6
3
:
|
1
^
^

は
、.
都 

市
制
度
や
產
業
制
度
の
：み
な
ら
ず
ク
：領

邦

形

成
0

连̂
0ユ
&

§
目
&)

、
正
に
国
家
の
萠
芽
と
し
：て
：理
解
さ
れ
た
で 

他
方
こ
の
よ
ぅ
な
ごgy

u
n
d
h
e
n
i
i
c
h
e

 O
d
e
r

 hofrechtliche 

T
h
e
o
r
i
e
s

に
対
す
る
反
対
の
戦
縣
を
形
成
し
てい
た
研
究
者
は
、
グ
ル
ン
ト
へ 

ル
シ
ャ
フ
ト
を
統
一
的
に
又
閉
鎖
的
に
公
的
権
利
に
対
置
し
、

/
公
権
か
ら
:*
本
的
な
区
別
を
し
よ
ぅ
と
し
た
。

特
に 

G
e
o
r
g
'
v
o
n

 B
e
i
o
w

 

は
、I

n
a
m
a

 s
t
e
r
n
e
g
g
,
L
a
m
p
r
e
c
h

*c+, 

S
c
h
m
o
U
e
r
,
p
s
e
e
l
i
g
e
r

 

に
対
し
て
、
国
家
や Landesheniichkeit,

、
2 V .

.

.

.

.

都
市
制
度
や
產
業
制
度
に
対
す
る
グ
ル
ン
ト
へ
ル
シ
ヘ
ャ
フ
ト
め
意
味
に
づ
い
て
大
論
争
を
行
っ
た
。
：

■
 

, 
. 

-
 

■
.

i

M

^

L

X

w

a

r

l

e.
a
m
p
r
e
c
h
t

は
'、：
い
わ
ゆ
る
ダ'ル
ン
卜
へ
ル
ツ
ャ
フ
ト
の
集
合
饰
な
性
格.

(kollektives. w
e
s
e
n
)

を
認
め
、
グ
ルン
ト
 

{

ル
シ
ャ
フ
ト
の
経
済
的
な
面
を
法
的
な
面
か
ら
区
別
し
、
そ

の

大

蓉
.0
§
1
^
0
^
8
^
1
1
^
8
&
^
^
^
^
1
1
1
1
1
1
1
^
1
^
6
1
3
1
^
;
5
:
.

(

100
8
6

) Bd., 

I. 

2. 

SIS，
9
9
1

丨11
3
8
.

で 

Grundherrlichkeit 

u
n
d

 
vogtei,als F

o
r
m
e
n

 

halbstaatlicher 

G
e
w
a
l
t

-c
s
n
d
 

F
e
r
m
e
n
t
e

 

sozialer 
s
cBr
c
h
t
u
n
OQ
. 

の
論
題
で
彼
が
後
期
力
ロ
リ
ン
グit
f̂
:
と
初
^

W
P
I
3
肖
22.
t
の
産
#
と
み
な
し
た
後
期
中
世
の

b
r
u
n
d
h
e
r
r
l
i
c
h
k
e
i
t
。

を
自
生
的
な
PS-
C
, 

n
o
m
e
n
)

始
ま
り
か
ら
上
昇
し
た̂.eudo-oder 

halbstaatliche 
G
e
w
a
l
t

 

(

擬
制
的
又
は
半
国
家
的
権
力

)

，
と
記
し
た
。
 

.

私
的
な
権
利
だ
け
で
な
し
：
.に
公
的
な
国
家
的
な
権
利
が
：ク
ル|:ン
.ト
：
へ..ル
シ
.ャ
フ
ト
の
中
に
存
在.1
>
、
：
ま
た
強
カ
的
な
違
法
な
方
法
で
国
家
を
犠

:

.
 

-
 

-

牲
に
し
て
公
的
な
権
利
が
横
領
さ
れ
た0

^̂ 

，
: 

:

:
••

従
っ
て
グ
ル
ン
ト
へ
ル
シ
ャ
フ
ト
'は
種
々
な
種
類
の
権
利
の
集
合
で

あ
る
だ
け
で
な
し
に
、
時
代
に
従
っ
て異
り
ま
た
あ
ら
ゆ
る
^
ft
に
同
じ

* 

.

.

.

内
容
を
も
た
な
い
。

つ
.ま
りグ
ル
ン
ト
へ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
い

っ：

た
表
示
.は
そ
のト
レ

ー
ガ
ー
に
つ
い
て
も
ま
た
時
間
的
に
も
場
所
的
に
も
同
じ
内

.
 

.
•
.
. 

.

.

容
の
一
定
の
大
き
さ
を
あ
ら
わ
さ
な
い
。
.
.

(

た
だ
ド
ィ
ッ
冲
發
史
全
体
と
し
て
の
.Du

a
l
i
s
m
u
s
l

例
え
.ば
公
私
法
、
国
家
化
と
封
建
化
、
支
配
と
共
同
体
等 

.々
—

-

が

グ

ル

，
ン

ト

へ

'ル
.、ゾ

ャ.フ
ト
の
世
界
に
%
反
映
し
'て
.ぃ
^
'こ
と

，
は

立

証

で

き

ょ

ぅ

_.
。

)

パ

国
制
史
や
法
制
史
の
ハ
V
ド
ブ
ッ
フ

は
、
そ
の
構
成
的
要
素
に
従
っ

て
グ
ル
ン
ト

へ，

ル
ト
シ

ャ

フ

ト
の
ダ

ィ

ナ
ミ
ッ
ク
な
発
展
を
追
求
す
る
こ 

と
を
課
題
と
せ
ず
、
対
自
的
に
、

つ
ま
り
0
吕
&
2.
的
8
け|

,

0

63.
^
1

肖̂
片
2.
广

1
3
3
@話

广

Vogtei, 

B
a
n
n
r
e
c
h
t
e

等
々
の
た
め
に
扱
っ 

て
き
た
王
と
並
ん
で
大
土
地
所
有
者
に
よ
る
支
配
権
の
獲
得
は
公
的
権
力
；の
'赴
建
化

(
Feudal

i
s
i
e
n
l
n
g
)

と
^
な
さ
れ
た
。
公
的
権
力
の
私
的 

な
手
‘へ
の
移
行
は
、L

e
h
e
n
s
w
e
s
e
n

 

(

知
行
制
度)

の
特
徵
的
な
本
性
を
示
.唆
す
る
。
■
こ
の
よ
5
* /
% !
;
の
と
し
て
の
グ
ル
シ
ト
へ
ル
シ
ャ

フ

ト

は
、

力
ロ
リ
V

グ
時
代
を
遡
る
こ
と
す
で
に
久
し
い
以
前
に
、

つ

ま

りH
a
c
i
t
u
s

時
代
に
す
で
に
ゲ
.
ル
マ
ー
ネ
ン
に
存
在
し
て
い
た
と
云
う
>

O
O
P
- 

s
c
h

の
特
異
な
テ
I
ゼ
：
が

へ

み

ら

れ

る

。
，

'.
-
 

:一：：；

き

.,

,
.

,

.

つ
ま
り
-「

貴
人
、
即
ち
社
会
的
に
^
位
に
立
つ
も
の
の
み
が
、
自
か
ら
.働
.か
ず
に
"

そ
め
土
地
を
非
自
由
民
や
半
自
由
民
に
耕
さ
し
め
一
た
。
之

.
 

等
の
も
の
は
、
土
地
の
分
配
が
権
威
に
従
.っ

て(sepundum dignationem)

行
わ
れ
た
の
：で
大
土
地
所
有
を
獲
得
し
た
。
そ

れ

故(

彼
等
は)

貴
族

(

d
e
r
.
.
.
A
d
e
l
.

)

.̂

fc
.
5
<
^
-
.
。

」

.

.と
云
う
.わ
け
で
：あ
る
。
.... 

.
:
,

■

.

.

. 

-
 

.

.

. 

.

.

.
へ
 

.

.

.

•

-
 

.
 

王
と
並
ん
で
大
領
主；

<

:?u
n
d
h
e
r
r
e
n
)

が
行
使
し
た
支
配
権
力(Herrschaf t

s
g
w
a
i
t
e
n
)

■■
'
:
'
は
決
し
て
：王
.の
萎
譲
に
よ
っ
て
し
か
生
じ
，

っ
た

圓，

.

.

 

.

 

.

 

'

•

 '

 

'

 

.

.

.

 

•

 

.

 

.

.

.

 

.

 

.

 

. 
'

 

.

の
で
は
.な
し
に
自
生
的(

|

0

|

)

.

.：̂
成
立
し
た
。

.:

.

:

\ 

,

■ 

(

d

 

\

Gerlchtsbarkeltv 
や 

B
a
n
n
i
l
m
n
u
n
i
^
t

 

の
基
礎
と
し
て
の
&
CDg

n
m
d
h
e
r
r
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
.

 I
m
m
u
n
i
t

t»:t 

の
展
開
を
み
る
が
、「

ド
ィ
ッ
は
^

し
て
実
際
の
封
建
国
家
と
な
ら
な
か
.っ
た
、
.し
か
し
屢
々
こ
の
名
目
上
.純
粋
に
私
的
な
ダ
ル
：シ
ト
へ
.-
'ル
，シ
ャ
フ
ト
が
自
身
で
、Landeshelrlich-

!

に

上

昇

し.た」

。

：
.

'

..

.

V

.

.•
•

•

-

 

.

.

.

. *■ 

• 

• 

- 

•

こ
の
よ
5
龙
グ
ル
ン
.：ト
へ
ル
シ
ャ
フ
ト
のA

u
t
o
n
o
m
i
e

止

R
a
t
i
o
n
a
l
i
t
y

ぼ
、A

.

 

D
o
p
s
c
h

の
方
向
でK

a
r
l

 

W
i
i
h
r
e
r

が
、

.

.

.

 

.

.

. 

•
 

•
 

.

Z
6 aitesten 

A
g
r

玲g
l
h
i
c
h
t
e
:

 d

怨
.

g
e
r
m
a
n
i
s
c
h
e
n

 

Isfoirdens，
(1935) 

s. 

5
2
.

で

「

グ
ル
ン
ト f

 
ル
、̂
ャ
％

ト
は
す
で
に
民
族
移
動
切
に

ス
ヵ
ン
、チ
ナ
ビ
-ァp.

大
き
な
意
義
を
も
っ
.て
い
^
。」

と
云
う
と
き
、
い
わ
ゆ
る
グ
ル
ン
卜
.へ
ル
.：シ
ャ(

フ
：ト
.の
深
幅
.を
示
す
も
の
と
.し
てTacitus. 

に
あ
ら
わ
れ
た
ゲ
ル
マ
ー
ネ
ン
の
グ
ル
'ン
：ト
へ
ル
シ
^
フ
ト
と
共
；に
史
的
ダ
ィ
.ナ
；ミ
ッ
ク
の
督
11
么
な
ろ
、う
。

:.

い
如
哗
る
西
洋
封
遽
淛
疫
に
つ
ぃ
て
:

.
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>
'
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.
:
:
:
:
'

a

s
:'
ニ
.山
 c

五
.ニ)

.

:
-..
'従
っ
て

そ

の

よ

う

な

ダ

ィ

ナ

ミ

ック
な
史
的
運
動
.を
内
包
す
る
■グ
ル

ン

ト
.へ
ル
‘ゾ
ヤ

フ
'ト
^-
概

^-
.に
つ

き

、
>

0 .
。
«S

c
h
u
l
t
e
n

が

o
i
e r6

m
i

丨

, 

■

 

.

-
-
-

schen. G
r
u
n
d
h
e
r
r
s
c
h
a
f
t
e
n
i
s
5
i
#

^

ル
マ

！
子
ン
'の
そ
の
よ
う
.な
.

p
y
r
a
m
i

'^n
-
F
e
u
d
a
l
i
B
m
u
s

に
対
す
る
.い
.わ
ば
そ
の
対
極
と
し
て
の 

、
ロ 

I
マ
の，3
J»:

c
r
n
-
F
e
u
d
a
l
i
s
m
l
l
s

を
指
示
す
る一

つ
の
指
標
と
^-
石
。
.な
お
ァ
•ジ
ァ
又
は
オ
リH

ン

ト

社

会

に

：比

；し

''
，西

浄

封

建

制

度

め

生

命

カ
.は
：
端

的

に

、

:
領

主

直

営

她

儿

音&
努
|

皆

沣

/
の

存

続

眇

表

乳

さ

れ

 

：
二
。
'
:
'
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:

■ 
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‘
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.

.
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.

:
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.
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.
-
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.
-

マ
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:
パ
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:
:
:
:
f

....If 

.

■

'

•l.
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.

.

v

'

'

,

>

.

.

/

ハ
.
■■.
.
■
■■•
:
:
:
.
.
.
*

■
-
.
.
:
■-
,

:

广

:
■
:
:
..ハ
-

.

.

:

:
■
 

.

-

.

■
パ
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- 

■

.

こ
：の
よ
う
な
西
欧
封
建
制
度
の
い
わ
ば
組
織
的
中
核
体
と
し
て
の
グ
ル
シ
ト
ヘ
ル
シ

^
'フ
ト
に
.つ
、き
、

」

|

參

1

丨̂
>

1

}

0

1の
い
わ
ゆ

.る
西
欧
的
計
.量
：的
経
済
精
神
又
は
管
理
精
神
：

(

|

0

>の
具
体
的
な
侧
面
：に
觖
れ
て
み.よ
_う
。
.

, 

-
-
: 

. 

- 

. 

.

• 

, 

V 

. 

- 

.

.

.

.

.

. 

■'
 

.
 

.

.

.

. 

.
 

- 

.

.

. 

.

ratio 

は
一
般
的
に
は 

a
c
c
o
6
t,.calc a

a
tion,respect,

«
lan, 

theory, 

d
G
c
t
H
^

 

r
e
i
n
,

 

rationality 

等
を
意
味
す
る
。
し

.

.

.

.

.

. 

-■ 

•

か
し
^
代
人
や
中
世
人
は
高
度
な
理
念
を
生
活
の
中
で
具
体
化
し
て
お
り
、
中
世
に
お
げ
るfreihait 

(Freiheit)

.や

frid 

(Einfriedung)

と 

同
じ
よ
う
に
こ
の
'±
.う
^

.

|
:0
は
資
料
め
上
で
：は
単
な
る
抽
象
的
な
理
念
ヤ
'は
な
く
よ
り
具
体
的
な
形
.で
ぁ
.ら
わ
れ
て
く
る
0

.

例

え

ば，，dictas 

e
x
p
e
n
i

 nostris 

racionibus ascribendas 

(es -solle

ft
.®
” wicMer diese A

g-lagen der f Gr ihn. 

(Herzog) bestimmten

’ 

■ 

r 

■

Rechnung, hisuscllreiben.) 

(A; 

Dopsch, 

verfassungslund 

Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters. S. 4
7
7
.
)
，，ratione 

o
B
c
i
i

 

(
E
n
t
l
o
h
r
m
s

..
 

■
 
-
 

■
 

•.
 

-
 

vpn A
m
t
s

 

(Ebenda, s, 387.) 

ratione
.o

a
c
i
o
r
u
n
r

 (die VgrwaJtung 
der 

Amter,) 

(Ebenda, 

S. 

479.)

のようなものとしてあらわれ

る
0 .

.

,

'

.

:

'

.

:

;

' 

.

 

.

'

.

.

’

な
お 

w
i
i
n
d
n
e
r
.
u
r
k
u
n
d
e
n
b
u
c
h

 

で
も 

ratio, 

raci p

に
：間
ん
て
、institiae 

ae 
rationis 

(
B
e
c
h
c

 

(B. 

u. 

B. 

S
.

o>
4) 

defender® 

et 

gua
r
e
n
t
a
r
e

 iure et 

m
t
i
o
n
e

 

(Ebenda, 

w
v 

§
0 

w
. 

7

e

r
a
t
i
o
n
u
m

 

a
m

criguitas 

(Grund.) 

(Ebenda, S. 

1
9
8

r
a
t
i
o
n
e

s.
g
&
i
o
r

winspruche, vorstdlung.) 

(Ebenda, S. 35L) 

nulla ratio 
丨 nu
l
l
u
m

 scriptum (

E
r
k
l
pr
r
u
nJq
.

)

(Ebenda, s. 3
9
.
)

の
よ
う
な
資
料
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る。

'

更
に
近
世(

十
六
世
紀)

に
お
け
るMedici, Welser, F

u
g
g
e
r

時
代
に
.も

das GescMft. als 

Rechtseinheit
と
し
て
のfi

r
m
a

や

das 

G
e
s
c
M
f
t

 alswrediteinheit 

と
し
て
の
B1
c+
-̂

に
対
し
て rati?

は das 

G
e
s
c
M
f
t

 

a
rRechnungseinheit 

の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い

37)

る
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へ

-

し
か
し
こ
こ
で
は
グ
ル
ン
ト
へ
ル
シ
ャ
フ
ト
のr

a
t
i
o

の
具
体
的
な
側
面
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
0.
限
界
つ
ま
り
ニ
；1
^
^
1
0
§
1
な
実
体
を 

も
把
握
し
た
い
O
Vし 

：

:
 

.
■
,

A 

Grundherrschaft 

の R
e
c
h
n
u
n
g

 

(ratio)

後

述

.
の

如

く

ヵ

ロ

 

U
ン
グ
時
代
.の
王
領
地
は
、.特
異
な
ホ
ー
！

v

 (curtes)

の
構
造
を
有
し
、
そ
こ.で
の
軍
政
上
.の
配
慮
が
経
済
上
の
配
慮
に
優'

位
し
て
い
る
の
で
、
ダ
ル
ント
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
モ
デ'ル
と
し
て
そ
の
よ
う
な
王
領
を
敢
り
あ
げ
る
こ
と
は
そ
れ
自
体
検
誅
の
対
象
と
な
る
。
し 

.

か
し
そ
の
点
を
当
面
留
保
す
る
と
主
領
地
の
グ
ル
ン
ト
へ
：ル
シ
ャ

フ

ト
に
お
い
て
最
も
強
く
囯
家
化
と
封
建
化
の
性
格
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

.

.

.

."

..
'/.

例
え
ば
国
家
化
の
方
向
に
そ
っ
た
壬
領
地
で
の‘
 staatiich,

■ verwaltungsmSssig 

な
.

や of&cium 

(comitatlls, 

index, 

mi，

nisteriales)

の
設
定
、
吏
に
封
建
化
の
方
向
で
の
新
し
いs
tf»
:
n
d
e
の

創

出(snigsfreip'HerrschaftsfreienT

と
新
旧
s
tSO
I
n
d
e
の
劃
定

.

 

.
 

.

.

.

.
パ
ン
.
.
.
,
'
.

(ingemli..

.と
'.

unfreien...

へ
.の
単
純
化)

、
..，.

b
e
n
e

H>cium, 

L
e
h
e
n
.

の
創
出
.(Eigenkirchen 
'

 

の
所
領
.の
.
.

Drec*ariae.verbo':regis)

.

.さ
ら
に
境
界
地
、
.：.開

- 

•
人
38) 

：
.

墾
地
へ
の centeni 

の
定
着
、：貢
租

：(census .regis)

粗

税(pontes, n
a
v
e
s
,

.3erca
t
u
m
)

の
徴
集
等
が
み
ら
れ
る
。

PJ^Priae verbo regls 

に 

よ
っ
て
端
的
に
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
国
家
関
係
へ
封
建
的
な

oefolgschaft

の
関
係
を
導
入
す
る
こ
と
は

L
e
h

s.w
e
s
e
n
.

や

Qefolgschaft,

つ
ま
り

peudalismus
:

そ
の
.も
の
の
中
£
刖
進
的

な

自

己

破

壊

：
の
：動
カ
ー
で
あ
る

ratio

'.:'.

を
含
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。フ
こ-の
よ
う
な
i

o
は

■ 

- 

.
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へ
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w
g
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g
c
s

.(

支
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.；面
と
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領
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の；.面
は
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'
古
典
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代
^
.お
.
け
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い
わ
ゆ
る
西
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封
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三
六
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六
五
四)

の
所
有
と
土
地
経
営
の
無
関
連
と
同
様
に
必
ず
し
も
合
^
し
な
1'
が
、
.そ
の
計
量
的
な
^
^
0
 

:
'の
断
面
を
と
り
あ
.げ
て
.み
よ
う
。■ 

■

- 

.

.

.

. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

.

.
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- 
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:

御
料
地
令
の
廿
八
条
はハ
.荘
司
.(iudex) 

：

等

は

、
，
：
毎 

と
..呼

ば

れ

る

p
a
l
m

の
主
日
に
、
王
の
経
営 

か
ら
生
じ
た
銀
を
？
主
が
現
年
度
に
つ
ぃ
き
主
の
所
得
が
ど
れ
だ
け
め
量
か
の
確
認
を
し

^
.の
ち
、
王
の
#
令
.に
従
っ
r
提
出
す
る
よ
う
に
努
め
る 

こ
と
を
望
ん
で
V
る
。

.吏
に
同
舟
条
は
莊
司
等
は
王
：ぺ
の
進
納
分
を
総
所
得
か
ら
分
離
し
、

.-:又
戦
务
用
の
分
も
総
所
得
か
ら
分
離
し'て
お
く
こ
と
、
ま
た
そ.の
分
量
、
 

用
途
を
狃
司
等
が
知
：っ
て
い
る
様
に
望
ん
で
い
る
。
：

:.
'

:.
:
:
 

-
V
,
.

 

■
 

V

•

最
後
に
同
卅
ー
ー
ー
条
は
、

.す
べ
.て
の
も
の
が
分
離
さ
れ
、
播
種
さ
れ
、
：
遂
行
さ
れ
た
後
、

.総
所
得
の
う
ち
の
残
り
の
も
の
は
す
べ
て
、
王
の
命
令

で
、
.売
却
又
は
進
納
せ
よ
と
の
王
の
言
葉
の
あ
る
ま
で
、
保
管
す
る
^
う
に
望
ん
：で
.い
る
。

-

右
の
よ
う
な
条
項
は
ダ
ル
ゾ
卜
へ
ル
シ
ャ
フ
ト
の

g
営
管
理
.の
計
量
的
な
®
を
.I7K
す

:,
0
:こ
：の
.よ
う
な
事
態
ほ
ロ
.！
マ
の
実
務
的
な
計
量
的
経
営 

.• 

• 

.
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管
®

(
M
，
p.o&to> M

.

 

T
.

<Jarrot

r
.
J
. 

M
f 

C01unl€n3^)

の
継
#
と
新
事
態
へ
の
適
用
と
し
て
重
視
さ
れ
て
よ.V。

-

brevi

旨

や

r
c
d
e
l

;へ

の

.1
2
入
：も
亦
そ
の
よ
う
_な
計
量
的
処
蓮

■

; 

, 

..

.
 

.
 

r.
 

.

.ゾ

「

例
え
ば
資
財
帳
範
例
セ
大
要
次
：の
よ
，
な
記
述
が
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
。
V 

.「

確
か
に
司
教
自
身
の
ク
ル
テ
ス
.(

ホ
ー
フ)

七
つ
残
り
あ
り
、
そ
れ
に
つ
へ
き
こ
の
.，資
財
帳
に
は
何
も
記
帳
さ
.れ
ぬ
。

し
か
し
総
計
中
に
含
ま
れ

て
^> 
る

.
 

■
 

: 

- 
.

■'
.
•

•
 

\

.
確
か
に
ァ
ゥ
ダ
ス
ト(

ァ
ゥ
グ
ス
ブ
ル
ダ)

；司
教
区
は
へ
総
計
在
住
貝
由
マ
ン
ス
ー
.
〇
〇
六
、
不

在

住(

自
由
マ
ン
ス)

舟
五
、
確
実
^.
在
依
非
舀
由

マ
：
ン
ス
四
ー
1:
ノ
不
在
住(

非
自
由
マ
シ
ス)

四
五
を
も
0
0-
ま
た
自
由
並
び
に
非
自
由
在
住
.マ
ン
土
：ー.
.
四

ニ

：
七

、
\

不

在

佐(

両
マ
ン
ス
？)

八
〇
。

(

以

上)

.
明
白
な
り
。」

：
 

-
.
.
V
.
,
.

 

- 

^

- 

•
 

..... 

:

こ
，
の

よ

う

な

形

は

勿

論

.ロ

ー

マ

の

c
e
n
s
u
s

に
比
し
て
著
し
い
後
退
.を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
ロ ー

マ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム
を
継
承

す
る
こ
と
に
よ
づ
て
単
な
る
徴
税
目
的
か
ら
矿
進
し
て
資
財
管
理
の
方
向
を
う
ち
出
し
て
い
る
。
こ
の
ょ
う
な
事
態
は
ロ
ル
シ
ユ
の
王
料
^
51

» 

録

：
で

も

見

う

け

ら

れ

る

。

L 

■ 

.

.

.

.

.

.

. 

- 

. 

.

••
-
. 

V

.

o
'
.
L
.
.
.
.
N
r
.
.
.

 ..3671，

.B，
(Keichsurbalv anno. 830

丨850)

同
じ
く
。

マ
ン
.ス
及
び
ソ
ル
テ
ス
は
総
計
五
三
、
.
そ

し

て

賃

子

に

膝

五

三

頭

、

，
小

豚

廿

ニ

颓

、

'
卵
五
三
〇
箇
、

薪
ニ
五
〇
車
分
、

屋
根
板

(
a
l
l
s
)

五
一
'一.一
車
分
、
，ひ
き
渡
す
，
銀
四
リ
ー
ブ
ラ
九
ウ
.ン
キ
ア
。
森
林
賃
子
に
，つ
い
て
は
、
エ
ハ
つ
の
ヴ
イ
ラ
か
ら
の
葡
萄
の
十
車
分(carradas

-
-

X
)

を
,1

ま
た
葡
萄
が
何
-%
と
れ
な
い
と

云
う
こ

と
が
起
こ
れ
ば
六
デ
ナ
リ
ウ
ス
を
渡
し
、
穀

物

〈

の
賃
子)

に
つ
い
て
は
三
〇
つ
モ
デ
イ
ウ
ス 

(

を
ひ
き
渡
す)

。

P

.
 L,

 N
r
'
.3672，

【Niersteinl.:

'3:Ila)

同
じ
く
。
総
額
マ
ン
メ
及
び
ソ
ル
テ
ス
八
七
が
、
記
人
さ
れ
て
お
.り
、
そ
こ
か
ら
賃
子
に
、
：
大
麦
ー
八
ニ
モ
デ
イ
ウ
ス
、
銀
^
リ
ー
ブ
ル
と
卅 

デ
ナ
リ
ウ
ス
、
亜
麻
，I

卅
リ
ー
ブ
.ラ
、
小
膝
一
三
六
頭
、
雞
ー
三
九
羽
、
卵
ニ
四
九
〇
箇
、
薪
一
；七
四
車
分
、
■か
ま
ど
の
し
っ
く
い
用
の
石 

(De petris ad c
a
l
c
e
m
)

四
三
五
車
分
：、
薪
に
つ
い
て
も
同
様
、
葡
萄
四
ヵ
ル
ラ
ダ
；と
一
シ
へ
ト
ラ
が
：入
ら
で
く

^- 

o
,
L
, N
r
.
.
oo
6
7
3
.
a
m

 die. Dreieich.】

：

s

l

o

t

'
 

r

そ
こ
か
ら
賃
子
に、
豚

一一：ニ頭
、
銀
.に
つ
き
八
リ
ーブ
ラ
と
ニ
ウ
ン
キ
ア
、
穀̂

に̂
つ
き
、
七
八
モ
デ
イ
ウ
ス
、
大
麦
に
つ
い
て
も
同
様
に 

納
め
ら
れ
、，ラ
イ
麦
：

fn

三
モ
デ
イ
ウ
ス
、
雞

二
 

ー0

羽
、
卵 

一.ニ
〇
0
筒
が
納
め
ら
れ
るマV

ス
.と
ソ
ル
テ
ス
は
総
計
一
一
一
一あ
り
。

c
,
.
r

N
i
v

 .3674. .cum; W
o
m
s
.
1

同
ヴ
イ
.ラ
に
つ
い
て
。
.
'総
計
で
.マ
ン
ス
：及
び
ソ
ル
テ
X

六
四
あ
り
。
大
树
九
六
八
モ
デ
イ
ウ)

ス
；
及

び

領

主

奉

仕

で

1
四
5

一
 

モ
デ
イ
ウ
ス
、
榖 

物
四
〇
モ
.デ
イ
ウ
ス
、
：小
豚
四
〇
頭
、
難
六
四
羽
、
卵
六
四
'0
箇
が
納
め
ら
れ
、' 
女
の
作
業
の
代
^;
:
に
四
リ
ー*

フ
ー
フ
、

マ
ン
ス
に
つ
き
一
〇
ソ
リ 

I
わ
ゆ
る
西
洋
封
建
泡
度
に
'o '
い
て
ゾ 

一•一
一
七(

六
五
5



.ド
ウ
ス
引
き
渡
さ
れ
る
。

.

P
,
L
.
.

 

N
r
，
3
6
7
4

 

a
s
日 K

a
i
s
e
r
s
l
a
u
t
e
E

総
計
で
非
自
由
'マ
ン
ス
及
び
ソ
ル"テ
ス
廿
四
半
あ
り
、

そ
れ
等
は
雞
廿
西
羽‘

卵
一
一
四
五
箇
、

'
銀
卅
ソ
リ
ド
ウ
ス
：

六
デ
ナ
リ
ウ
ス
を
納
め

る
ブ
：■ 

.,

..
:
: 

.-

.'
_

:

;

.

.
一

 

,

:'
.

,

•
■,
,
■

'

V
.

',
,
:
> .
ベ 

:

.
• 

.

.

.

.

.

山
番
の
フ
ー
フ
ユ
卅
九
は
賃
子
を
何
も
納
め
な
い
。

.'
'

'■

- 

- 

•

.
:

0. 

L̂. 

S

0

3

I
 

i

r

w

' 

ノ 

： 
.

 

h 

- 

.
 
'
 

.

同

ブ

イ

：ラ

，
に

.：
つ.い
て
。
そ
こ
に
は
自
由
民
の
マ
ン
ス
が
総
計
で
卅
三
半
あ
り
。
非
自
由
民
の
マ
ン
ス
廿
七
。
全
部
で
六
〇
半

_マ
ン
ス
あ
り
、
そ

•
 

• 

' 

.

こ
か
ら
：賃

子で;
膝
舟
三
頭
半
、
何
れ
も

六デナ
リ
ウ
ス
の
価
の
小
豚
六
九
頭、
'
 

難「一

一

一羽
、
卵
七
ニ0

箇
，
自

由

民
の
マ
ン

ス
か
ら
女
の
作

•
 
•.
 

.

業
の
代
り
に
ニ
リー

ブ
ラ
、.
九
ウ
ン
キ
ア
が
く
る
。

(

ぅ
ち)

非
自
由
民
のf

ン
ス
か
ら
ー
リ
I
ブ
ラ
八
ウ
ン
キ
ア
、
五
デ
ナ
：リ

ウ

ス

(

は
い
る
。)

:.
.'

へ0 
ノ
 

(
1
ン

領
主
の
作
業
で
並
麻
布
廿
七
反
上
を
織
る
。

)

大
布
地
七
反
半
。
全
部.で
四
リ
ー
ブ
ラ
、
五
ウ
ン
キ
ア
、
五
デ
ナ
リ
ウ
ス

(

に
な
る
。
.

)

尚
ク
ア
レ
テ
イ
ヱ
ン
の
帝
国
領
地
賃
子
帳
で
は
、

ロ
ル
シ
ユ
の
賃
子
帳
が
ヴ

イ
ラ
毎
の
総
計
を
出
し
て
い
る
の
に
対
し
、
大
部
分
が
ヨ
Js.
g
^
i

、2 ノ

r
i
u
m

-^
の
王
の
.賃
子
を
記
し
て
い
る
。

し
か
し

p
^
y
p
^

&
^
J
 ̂

I
minonis' abbatis, 

par 

M
.
.
B
, 

GU6rard, 

1
8
4
4

で
は

,<
!
j
Qr

毎
の
マ
ン
ス
や
賃
子
の
集
計
が
か
か
げ
ら
れ
て

いる。：
 

' 

.
 

.

例
え
ば 

VIII. 

B
r
e
v
e

 

d
e

 Novigento. 

(ibid.,) 

p. 

7
5
.

で
は
、

(

3 
メ

.
42^

o
v
i
g
e
n
t
o

 

2
1
1
a
)

に
は
上
記
の
と
お
り
、
自
由
人
の
マ
ン
ス
廿
四
半
あ
り
。

h
o
s
t
i
l
i
c
i
u
m

の
た
め
に
、
葡
萄
ニ
〇
五
モ
デ
イ
ウ
ス
、
放 

牧
の
た
め
に
葡
•萄
七
四
モ
デ
イ
ウ
ス
、■豚

(
l
e
s
)

廿
頭
半
、
閹

羊(
l
l
t
o
i
)

四
頭
、
卵
つ
き
雞
へp
e

l

s
 
c
o
v
i
s

)

七
四
羽
が
支
払
わ
れ

非
自
凼
民
の
'マ
ン
ス
ニ
〇
あ
り
。
放
牧
.に
葡
萄
せ
一
，モ
デ
ィ
ゥ
ス
半
、
閹
羊
八
頭
半
、
.屋

根

板(scindolas)

六
五
〇
枚
、
卵
つ
き
雞
卅
羽
が
支 

払
わ
れ
る
0

-
 

.

.

こ

B
* 

G
r
u
n
d
h
e
r
r
s
c
h
a
f
t

 

の 

V
e
r
w
a
l
t
u
n
g

 

(ratio.) 

i
/
v
,

.

. 

• 

.
 

.

右
の

よ
う
.な
王
の
グ
ル
シ
ト
へ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
計
遣
的
な
中
核
と
し
て
の
.̂
!
^
,

 

c
u
r
t
e
s

の
外
に
そ
の
管
理
の中
核
と
し
て
のministerium

が

B
r
e
v
i
u
m

 

e
x
e
m
p
l
a

や
グ
ア
レ
テ
ィ

：

エ
ン
の

R
e
i
c
h
s
u
r
b
a
r

に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
と
く
に
資
財
帳
範
例
のT

e
i
l

0
.
で
は
、
.列

の，b
e

.
-. 

--
-

ministerio 

illlus 

maioris. v
e
l
C
e
t
e
r
o
n
l
m
/
-
(

某
主
要
の
も
し
く
は
そ
0'
.他
の
管
区
に
つ
い
て
。)

.と
云
づ
た
表
題
の
も
と
でA

n
n
a
p
p
e
s

の
主
要 

な
管
区
に
つ
い
て
の
詳
細
な
管
理
の
記
述
.が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
 

.

：

:

..

.

■
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，
 

..

そ
の
際
き
わ
め
て
多
義
な
表
現
を
と
る

m
i
n
i
s
t
e
r
i
u
m

は
全
く
一 

定
の
意
味
で
、
つ
ま
り
一
つ
の
管
狸
的
統| (eine verwaltungseinheE

へ

• 

へ15)

の
多
く
の
王
の
ホ
ー
ア
の
統
合
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
：わ
れ
る
：。
そ
こ
で
は
経
済
的
な
各
ホ
ー
フ
の
独
立
性
と
車
攻
的
統
一
.挫
^

——

と

く

に

軍

政

の

，
経

,

へ
の
優
位
の
も
.と
で
の
管
理
的
統
一
が
；あ
ら
わ
れ
て
く
る
。

.'

-

..
 

•

そ
の
よ
う
な
国
家
化
と
封
建
化
の
統
合
と
し
て
の

v
i
l
l
a

や
.

m
i
n
i
s
t
e
r
i
u
m
.

のo
u
a
l
i
s
m
u
s

を
投
映
す
るra

t
i
o

は
、
低
次
な
表
現
を
と
る

が
、
し
か
しK

a
r
l

 

B
o
s
i

が
述
べ
た
よ
う
な
こ
の
.時
代
の
起
動
力
ど
し
て
の「

い
わ
ゆ
る
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
社
会
に
お
い
て
さ
ぇ
敌
考
の
能
防

.

. 

、6
ノ
.
. 

. 

*

性—

転

換

(
M
o
b
s
t
^
t
—
w
a
n
d
e
l
)
J

を
確
定
し
'う
る
;0
.
 

.

.

.

 

. 

•
 

• 

- 

\

.
 

.

.

. 

.

.

.

.
 

.

.

.

. 

.

.

. 

-

- 

.

.

.
-

■こ
の
よ
:5
.
なm

i
n
i
s
t
e
r
i
u
m

の
管
理
的
統
一
ほ
は0
P
1

1

^
 

1

.
0
,19.

に
お
け
る
d.
g
 

o

f
 
I
 

(

諸
主
要
莊)

£

1

1

1
 

(

'.
<
J
o
r
w
e
s
,
の

分

散

的

配

置

構

成

に

，
一
'
.
つ
.
.
の
統
一
；
性

を

与

え

る

こ

と

ー

に

^

る
。-.
'
:
;
•

,

;ぐ

■■
:
:
.
'
•:
>

"

-

*

 

. ノ 

■次
の
資
料
は
そ
め■運
営
に
当
っ
て
.の

玄

5?
.
:に
.つ
い
て
具
体
的
に
物
語0
'
^
^

「

一
一

1

つ
：
の

残

り

の

役

人

、

S
B
e
s
c
h
a
l
k
,

 

M
u
n
d
s
q
h
e
n
k

と

M
a
r
s
c
h
a
l
k

は
:-
;'
そ
の
役
職
の
種
類
や
数
に
従
っ
て
、
相
互
の
ー
豫
で
、
王
が
句
処 

•

い
わ
ゆ
る
譯
封
1

度について：

'

 ̂

ノ三九

V

 

(

六
I

:

.



'

.

.

.

.
 

.

.四
〇
.(

六
五
八)

で
，
ど
れ
だ
け
長
く
，
こ
こ
か
し
こ
の
勝
服
で
儆
在
し
よ
ぅ
と
考
え
て
い
る
か
、
ま
た
何
時
王
が
や
っ
て
く
る
が
に
つ
い
て
で
き
ゐ
だ
け
早
く
王 

の
代
理
人
に
報
告
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
つ
ま
り
す
ベ
て
の
必
要
な
こ
と
が
準
備
さ
れ
又
調
達
さ
れ
得
、
ま
た
あ
ま
り
遅
く
知
り
、：
不
便
な
時 

期
や
ひ
ど
い
性
急
さ
で
遂
行
さ
れ
た
り
、
王
の
下
人
達
が
む
だ
に
苦
し
む
こ
と
の
な
い
よ
ぅ
に
で
あ
る
。

す
べ
て
こ
ぅ
云
っ
た
こ
と
に
つ
き 

M
u
n
d
s
c
h
e
n
k

や

1
^
3
:
8
0
1
1
3
^

が
11
1
:
話
す
べ
き
で
あ
っ
た
、
だ
が
主
要
な
負
担
は

seneschalk.

に
あ
っ
た
、
つ
ま
り
彼
は
飲
み
.物
や
馬
の
飼

(

47)

料
を
除
き
、
.そ

の

外

：の

す

べ

；
て

に

責

任

が

あ

：ら

た

。

|-
-
:

(

本
稿
は
塾
の
学
事
振
興
資
金
に
よ
谷
研
究
，の
一
：部
で
あ
る
*) 
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